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下関市立大学教員業績評価基準 

令和２年９月１日 

改正 令和 6 年 10 月 10 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

令和 7 年 11 月 4 日 

 

１ 目的 

 この業績評価基準は、下関市立大学教員評価指針（令和２年７月３１日制定）に基づく。 

 

２ 研究費配分 

総合点数による相対評価により段階を決定し、それに応じた研究費配分を行う。段階及び

配分額は以下の通りである。 

 

段階 研究費配分額（万円） 

Ⅴ 80 

Ⅳ 60 

Ⅲ 40 

Ⅱ 20 

Ⅰ 5 

 

３ 業績評価基準 

業績評価基準は以下の通りである。 

 

1．教育業績（最高 10 点満点） 

領域 内容 点数 配点基準 

(1)授業評価 授業評価アンケート 10 点 1 年間の講義に対する評価点数 

※授業評価が行われた場合のみ適用する 

 

2．研究業績 

領域 内容 点数 配点基準 

(1)論文 国際誌（査読あり） 

 

国際誌とは、以下の全

条件を満たすもの。 

① 論文言語と関係な

く、編集委員会が

国際的な所属で構

国際誌Ａ 

 

Scopus、Web of Scien

ce に収録されている国

際誌 

15 点/件 

筆頭又は責任著者 100％ 

第 2 著者 80% 

第 3 著者以下 50% 
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成されていること 

② インターネット上

で論文が確認でき

ること 

③ Digital Object Id

entifier（デジタル

オブジェクト識別

子、DOI）が付与さ

れていること 

④ ※Impact Factor

がついている場

合、明記する 

国際誌 B 

 

国際誌 A 以外の国際誌 

10 点/件 

博士学位論文 10 点/件 ※上記又は下記と重複す

る場合評点化しない 

全国誌（査読あり） 

 

全国誌とは、以下の全条件を満たすもの。 

① 論文言語と関係なく、編集委員会の所属が 1

か国で構成され、都道府県あるいは地方等に

限定されていないこと 

② インターネット上で論文が確認できること 

5 点/件 

（DOI の付与が無い

もの 2.5 点/件） 

筆頭又は責任著者 100％ 

第 2 著者 80% 

第 3 著者以下 50% 

地方誌 

 

地方誌とは、以下の全条件を満たすもの。 

① 論文の言語と関係なく、編集委員の所属が 1

か国内のある地域に限定されていること 

② インターネット上で論文が確認できること 

2 点/件 

（DOI の付与が無い

もの 1 点/件） 

 

大学等紀要 

 

大学等紀要とは、以下の全条件を満たすもの。 

① 大学、研究所及び研究・教育センターなど研

究活動を主な業務とする機関から発行され

た研究論文であること 

② インターネット上で論文が確認できること 

1 点/件 

（DOI の付与が無い

もの 0.5 点/件） 

 

(2)学会発

表 

国際学会 1 点/回 ※セミナー発表等は評点

化しない。シンポジウム

や学会での講演（教育講

演を含む）・パネリストは

「社会活動」にあたる。 

国内学会（全国大会） 0.5 点/回 ※セミナー発表等は評点

化しない。シンポジウム

や学会での講演（教育講

演を含む）・パネリストは

「社会活動」にあたる。 

国内学会（地方大会） 0.1 点/回 ※セミナー発表等は評点

化しない。シンポジウム

や学会での講演（教育講

演を含む）・パネリストは
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「社会活動」にあたる。 

(3)書籍 書籍 1 点/件 

（最大 10 点/件） 

 

 

単著 100％ 

共著 50% 

 

ISBN が取得された出版

物に限る。国内学会と博

士論文を書籍化したも

の、監修した書籍は審査

対象にはならない。 

 

優れた著書というエビデ

ンス（学会からの評価・

書評等）がある場合は、

そのエビデンスを提出

し、教員人事評価委員会

の検証作業を経て最大

10 点まで加点ができる。 

(4)科研費  10 点/件 研究代表者 100% 

研究分担者 50% 

研究代表者で不採択とな

った者のうち、審査結果

が「Ａ」であった者 30% 

 

3．社会貢献 

社会貢献に関する業績がある場合はすべてエビデンスを添付すること。エビデンスのな

いものは評点化しない。エビデンスの提出については、PDF 化したものを評価シートと一

緒にメールで提出するか、コピーを秘書・人事課まで提出してください。 

 

領域 内容 点数 配点基準 

(1)社会活動 中央行政機関に関する役員・委員 

(傘下機関を含む) 

5 点/件 会長及び代表理事 100% 

役員 80% 

委員長 50% 

委員 30% 

地方自治体（都道府県若しくは区市町村）に関

する役員・委員 

2 点/件 

国際学会・団体の役員・委員 2 点/件 会長及び代表理事 100% 

役員 80% 

委員長 50% 

委員 30% 

学会員は評点化しない 

国内学会・団体の役員・委員 1 点/件 

学会以外の法人役員 

（役員報酬を伴わないものに限る） 

0.5 点/件 会長及び代表理事 100% 

役員 80% 

論文査読 1 点/件 国際誌 100% 

国内誌、地方誌及び紀要 50% 

国際誌 A における被引用数 0.1 点/回  

大会等の運営 1 点/件 大会長及び実行委員長 100％ 

実行委員 50% 

国際交流 0.5～1 点/件 実績が認められた場合、役割に
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応じて配点 

 

4．産官学協力・共同 

 産官学協力・共同に関する業績がある場合はすべてエビデンスを添付すること。エビデン

スのないものは評点化しない。エビデンスの提出については、PDF 化したものを評価シー

トと一緒にメールで提出するか、コピーを秘書・人事課まで提出してください。 

領域 内容 点数 配点基準 

(1)研究実績 外部研究費等の獲得総額（科研費を除く） 1 点 

（最高 10 点） 

100 万円あたり 1 点換算 

特許登録 10 点/件 特許の登録件数 

(2)社会活動 講演／産業現場研修／技術教育研修 0.1 点/時間  

産業を対象とした経営及び技術指導 

（コンサルティング報酬がない場合に限る） 

0.1 点/時間  

産学協力機関の活用 0.1 点/件 現場実習、インターンシップ、

就労、などの実績で評価 

産業との契約による教育組織の設置及び運営 10 点/件 寄付講座等の設置 

奨学金及び寄付金の確保（下関市立大学に対す

る奨学金・寄付金に限る） 

1 点 

（最高 10 点） 

100 万円あたり 1 点換算 

 

5．受賞実績 

受賞実績に関する業績がある場合はすべてエビデンスを添付すること。エビデンスのな

いものは評点化しない。エビデンスの提出については、PDF 化したものを評価シートと一

緒にメールで提出するか、コピーを秘書・人事課まで提出してください。 

領域 内容 点数 配点基準 

(1)受賞実績 中央行政機関による表彰 5 点/件 最優秀賞 100% 

その他 50% 地方自治体（都道府県若しくは区市町村）によ

る表彰 

2 点/件 

国際学会・団体による表彰 

国内学会・団体による表彰 1 点/件 

その他表彰 0.5 点/件 

 

附 則 

この基準は、令和２年９月１日から施行する。 

附 則（令和 6 年 10 月 10 日改正） 

この基準は、令和６年１０月１０日から施行する。 

附 則（令和 7 年 3 月 31 日改正） 

この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和 7 年 11 月 4 日改正） 

この基準は、令和７年１１月４日から施行する。 


